
議会改革特別委員会会議録 

 

１ 調査事件 

（１）中学生議会について 

（２）今後の委員会活動について 

（３）その他 

 

２ 日  時  令和元年８月７日 午前10時 

 

３ 場  所  広神庁舎 ３階 301会議室 

 

４ 出席委員  星野みゆき、大桃 聰、大平恭児、富永三千敏、志田 貢、大平栄治、 

佐藤 肇、関矢孝夫、本田 篤、（遠藤徳一議長） 

 

５ 欠席委員  なし 

 

６ 説 明 員  なし 

 

７ 書  記  磯部議会事務局次長、高橋主任 

 

８ 経  過 

 

開  会（10：00） 

 

志田委員長  定足数に達していますので、ただいまから、議会改革特別委員会を開会します。 

先ず、私から１点お願いいたします。前委員会を踏襲し、ペーパーレス化及び業務の効率化 

を念頭に、本委員会でノートパソコン等を持ち込み、試行して検証させていただいています。 

今回の招集通知もメール配信としています。連絡が不徹底でしたが、今期委員会でも引き 

き取り組ませていただきたく、ご理解とご協力をお願いいたします。それでは、これから議 

事に入ります。 

 

（１）中学生議会について 

 

志田委員長  日程第１、中学生議会について、を議題とします。今年の中学生議会は、開催

日は 11 月 27 日水曜日と決定しています。これは、学校側とも確認がなされているものであ

ります。中学生議会は、昨年は小出中学校、一昨年は湯之谷中学校が当番校としてご協力を

いただき実施してきました。今回は堀之内中学校の当番校となります。社会科担当、校長も

交代して、初めての先生方での対応となりますので、今まで以上に議会サイドの支援体制が

求められます。魚沼市議会としても、所管の委員会として責任の重さを感じておりますが、

委員の皆さま、執行部の皆さま、中学校の皆さまと協力しあい是非とも「中学生議会」が成
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功裏に終わることができますように、ご協力願います。資料が配布されていますので、事務

局より説明を求めます。 

高橋主任  （資料「令和元年度魚沼市中学生議会実施要項」「実施スケジュール」「令和元年

度魚沼市中学生議会議事日程（案）」により説明） 

志田委員長  ただ今の説明に関して質疑等はありませんか。 

関矢委員  前年度の中学生議会の担当校から、議会改革特別委員会の方に反省点というか課

題をいただいたかと思うのですが、要項などで改善したところはありますか。 

高橋主任  要項については昨年度との変更点はありません。 

本田委員  要項ついての改善点は、文面上は特にありませんが、反省点としては、やはり一

般質問をすることの難しさ、答弁を理解することの難しさ、これは行政用語などがたくさん

あって分からず、内容をよく理解できないところがあったと、かつ、答弁をもらったが、答

弁がややあいまいで、その後どうなったかが分からないという声が上がり、改めて卒業間際

になりましたが、今後の市の取り組み、その後の答弁というのを作っていただきました。そ

ういった経緯というか反省点を含めて今年度いかしていかなければならないと思います。 

関矢委員  そうするとかなり執行部側へも要請をしなくてはならないことも出てくるかと

思うのですが、その辺のすり合わせをどこかでやらないと、また同じような課題が出てくる

と思うので、委員長と副委員長でご対応していただきたいと思います。 

志田委員長  今年で３回目ということで、色々と課題等があるかと思いますので、また委員

の皆さんからもご教授をいただきながら、２回の経験値を踏まえて、３回目も委員会の中で

検討したいと思いますので、ご協力の方、よろしくお願いいたします。 

佐藤委員  執行部に協力をお願いしなければならない部分があるとのことですが、答弁につ

いては、当日しか出ないわけですよね。文言の理解が難しいような言葉が多く見られたとい

う話の中では、やはり学校の先生方あたりから、こういった言葉について、要は使わずに説

明できないか、というような話をいただけるのかどうか。議員が当たり前と思っていること

が当たり前ではない、ということだと思いますので、その辺、学校の先生に入っていただき、

去年の答弁のビデオとかがあると思うので、それを見てご指導いただいた方が良いのではな

いかと感じました。 

志田委員長  そのあたりも、学校側との打ち合わせがありますので、その中で執行部に対し

てもそうですが、確認をしながら進めていきたいと思います。せっかくの機会ですので、こ

んなことが問題なのかな、という部分も踏まえて発言をお願いしたいと思います。しばらく

の間休憩といたします。 

 

  休  憩（10：10） 

 

休憩中に自由討議 

・昨年の中学生議会の反省点として一番多かったのが、議員側のやじや私語であった。せっ

かく中学生が一生懸命やっている中で、雑音が入ってしまうことで雰囲気も悪くなってし

まう。その点は十分に気を付けてもらいたい。 
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再  開（10：11） 

 

志田委員長  休憩を解き、会議を再開します。他に質疑はありませんか。（なし）中学生議

会については、ただ今の説明のとおり実施することといたします。本件については以上といた

します。 

 

（２）今後の委員会活動について 

 

志田委員長  日程第２、今後の委員会活動について、議題とします。過去の委員会から引き

継がれた調査案件、議会報告会での課題について協議をさせていただきます。資料が配布

されていますので、事務局より説明を求めます。 

磯部次長  （資料「議会改革特別委員会での課題について」により説明」） 

志田委員長  只今の説明に質疑等はありませんか。 

大桃委員  この間の議会運営委員会を傍聴した際、６月議会の課題がたくさんあげられてい

たが、その際に委員長が聞き置いた課題については、この議会改革でやるのかやらないの

か。その辺はどうですか。 

志田委員長  課題等については、もちろん議会改革特別委員会でもやっていかなくてはいけ

ないと思いますし、今日は初めての委員会なので、すみませんが、引継ぎが十分ではない

ので、しっかりと引継ぎをさせていただいて検討していきたいと思います。 

大桃委員  費用弁償については「議会報告会Ａ」ということで良いが、その後に出た課題に

ついてもここに反映させないと。 

志田委員長  しばらくの間、休憩といたします。 

 

休  憩（10：14） 

 

休憩中に懇談的に意見交換 

 

 ・議会運営委員会において、皆さんからいただいた課題について諮らせてもらった。役員決

め、委員長選任の方法、立候補の所信表明の方法を含め、やはり議会基本条例にも絡む部分が

多分にあるというようなことで、議会改革特別委員会にこれについてお願するという形になる

かと思う。後日、委員長と協議させていただきたいと思っている。 

・議会改革特別委員会と議会運営委員会とで調整して、すり合わせをしながら今後話を進めて

いきたいと思う。議会条例の見直しを含めて、皆さんから了解していただければここに上げて

いきたい。 

・まだ議会運営委員会の中で審議が終わっていない。議会運営委員会の方向性が決まってから、

議長へ報告があって、そこで議会改革特別委員会におろされ、我々が取り組むという形が正し

い。まずは議会運営委員会で決めていただかないといけない。課題の扱いについては議運で行

うという話になっている。 

 

再  開（10：17） 



 - 3 - 

志田委員長  休憩を解き、会議を再開します。ほかに質疑はありませんか。 

関矢委員  勉強不足で申し訳ないが、ひとつひとつの課題の中のどういうことが課題なのか。

それは会議録の中で周知されているのかもしれないが、特に「議案の公開について」と書

かれても、どうするのか。議案の公開はすでにしていると思うし、いつ公開するとかそう

いうことか。 

志田委員長  今ここに課題は上げてありますが、次回の委員会において皆さんからもう少し

今までの議事録等々を読んでいただいて、どういうようなことが課題か、委員会として取

り組まなくてはならないという部分を皆さんから意見を聴取したいと思いますが、いかが

でしょうか。 

富永委員  自分の記憶だと、議会改革特別委員会の議事録にはあまり書かれていない。だい

たい休憩中の中で議論していて、議事録には出ていないものもあるので、事前に個々で調

べてこないと。 

志田委員長  新しくなった委員会でありますので、皆さんからもう一度確認というか、勉強

していただいて、これから取り組む課題ということで次回の委員会で意見を聴取したいと

思いますが、いかがでしょうか。 

富永委員  そうすると、今日の委員会は議論することがなくなってしまう。 

志田委員長  ほかに質疑はありませんか。 

大平委員  議事録で精査するということですが、まとめていないんですか。ここにあがった

課題について、箇条書きでも良いので文章化したものはないんでしょうか。 

磯部次長  どの委員会でもそうだったと思いますが、前の委員会で何をやってきたかという

一覧表をお出ししています。その中で、さらに今後も引き続きやるという判断で残ったも

のが今回上げられている課題です。内容については、今、皆さんが仰られたように、個々

に学習していただいて議論していっていただくとか、前に委員としていた方から説明して

いただいた中でやっていくということで、今は、配布した課題についての質疑、その後に

委員会の課題として何をしていくか、という話をしていただくとよいと思いますがいかが

でしょうか。 

志田委員長  ただ今の磯部次長の説明について、質疑がありましたらお願いします。 

佐藤委員  今回、前委員会からの引継ぎ事項という形で５点上げていただいているんですが、

これらについて方向性どうするんだと、導入に向けての調査をするんだ、とかインターネ

ット配信するには、こういった課題があるから、その辺はどう調整するのか、とか。そう

いうところの話しを早急にしていった方が良いのかな、と。というのも実は新しい庁舎に

なって、それが可能な設備が委員会室についても配信できるような形になると。ただ予算

がどうかというのは別にしましても、こういう委員会を実際にテレビで撮って、じゃあ休

憩中はどのようにするのか。委員会の放送というのは色々と厄介なところが出てくるので

はないかなと、そういったところを検証深めていただけるといいのかなと。いずれにして

もタブレットの導入ということは将来的にどこかの段階でなってくるものだと思ってい

るのですが。それを魚沼市としてはどう頑張っていくのか、という検討になるかと思いま

す。それこそ今後の検討課題で私は良いと思います。 

志田委員長  それでは質疑を終結しまして、しばらくの間休憩し、休憩中に取り組むべき課

題について委員間の自由討議で意見交換をしたいと思います。しばらくの間休憩といたし
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ます。 

 

 休  憩（10：25） 

 

休憩中に今後の委員会活動について自由討議 

 

 ・引継ぎ事項ということなので、あげられた課題については検討、調査していかなくてはい 

けないと思う。委員会のインターネット映像配信については、来年の５月になればもう新庁 

舎になるのでそれに間に合うように、やるのかやらないのか、まずはそれを結論づけるべき。 

やるのであれば、委員会は休憩中の発言が多くなるため、休憩中も含めた映像配信をするの 

かどうか。休憩中の映像の配信もできれば、だいぶ市民の理解度が違ってくると思う。年内 

中には結論づけるべき。 

・タブレットについては、この次の改選に間に合うように結論づけてはどうか。費用弁償に 

ついても同様。どんな問題点がでてくるかわからないが、その結論づけも委員会でできれば 

良いのではないか。 

・議会基本条例が現状に合っていない。基本条例を精査した方が良い。課題としてこの表に 

足してもらいたい。 

・議会報告会の検証が上がっているが、議会基本条例にのっとっていない。現状のやり方に 

基本条例を直すべき。これも含めて基本条例自体を見直すこともやっていただきたい。 

・ペーパーレス化のため日程表や委員会資料をメール配信しても、家でプリントアウトして

持ってくるのでは、まったくペーパーレスにならない。タブレットやスマホで資料を見るよ

うにしないとだめ。早めにやった方が良い。 

・ペーパーレス化に向けての活動として、段階的に他の委員会でもパソコンやタブレットの 

持ち込みを進めていく必要があろうかと思う。この委員会だけではなく、ほかの委員会、ま

た本会議でもペーパーレス化を浸透させていく必要があると思う。どういう手順でやってい

くかも含めて検討、調査をするべき。 

・メールで資料を送信して、それをパソコンに保存して持ち込めば、Wi-Fi がつながらなく 

とも何ら問題ない。議案で大量な資料があれば、ドロップボックスなどでダウンロードすれ 

ば対応は可能。議案の賛否をタブレットでやるとなると話は違うが、そういうレベルではな 

い。データとして持ち込むことに問題はない。 

・ペーパーレス化以前の議論として、執行部側が作成する資料を検索可能な PDF ファイルに変 

換して作成してもらう必要がある。その対応をしてもらわないと意味がない。執行部とのす 

り合わせが必要である。 

 

再  開（10：34） 

 

志田委員長  休憩を解き、会議を再開します。只今ご意見をいただいたもの、引継ぎとして

上がっている項目に対する課題もいただきましたので、あるいは執行部と調整する部分も踏

まえて、事務局と打ち合わせをしながら、今後の委員会活動をさせていただきたいと思いま

すがいかがでしょうか。（異議なし）異議なしと認めます。よってそのように決定しました。
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今後の委員会活動の重点項目等を選定しましたので、その方針で委員会活動を行うこととし、

緊急の課題や新たな課題について随時対応していくこととすることで、ご異議ありませんか。

（異議なし）異議なしと認めます。よってそのように決定しました。 

 

（３）その他 

 

志田委員長  日程第３、その他を議題とします。その他皆さんからご意見協議はございませ

んか。（なし）本日の会議録の調製については委員長に一任願います。本日の議会改革特別委

員会は、これにて閉会します。 

 

 

 閉  会（10：36） 


